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北九州市告示第１５号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１４

条第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  令和元年５月１６日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

あきたけ医院 北九州市門司区東門司二丁目４番

１８号 

令和元年５月１

日 

北九州市立医療セ

ンター 

北九州市小倉北区馬借二丁目１番

１号 

平成３１年４月

１日 

畠山整形外科スポ

ーツクリニック 

北九州市小倉北区清水三丁目６番

１６号 

平成３１年４月

１日 

あべやま歯科クリ

ニック 

北九州市小倉南区湯川一丁目９番

７号 

令和元年５月１

日 

北九州市立八幡病

院 

北九州市八幡東区尾倉二丁目６番

２号 

平成３１年４月

１日 

前川整形外科スポ

ーツクリニック 

北九州市八幡西区藤原一丁目２番

７号 

令和元年５月１

日 

しみず内科クリニ

ック 

北九州市八幡東区荒生田二丁目２

番１４号 

令和元年５月１

日 

２ 薬局   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

そよ風薬局 北九州市小倉北区浅野二丁目６番

２１号コンフォートホテル小倉１

F 

令和元年５月１

日 
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北九州市公告第３１号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規定によ

り大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第６項の規定により、次の

とおり公告する。 

  令和元年５月１６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

マルショク金田店 

  北九州市小倉北区金田一丁目３番３３号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社共立建物 

  北九州市小倉北区重住三丁目２番１２号 

  代表取締役 萩原佳子 

３ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

  １，６２４平方メートル 

４ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

０平方メートル 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メートル以下となる 

 日 

  平成３１年４月２２日 

６ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

７ 届出年月日 

平成３１年４月２２日 
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北九州市公告第３２号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した公募型プロポーザル方式に係る手続

を開始する。 

  令和元年５月１６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

（１） 業務名 令和元年度「中学生ひまわり学習塾」事業業務 

（２） 業務内容 中学校第３学年の生徒を対象に、主体的な学習の仕方を

身に付けさせ、基礎的・基本的な学力の確実な定着を図るため、土曜日や

長期休業期間中に補充学習を行う「中学生ひまわり学習塾」事業を実施す

るもの。 

（３） 履行期間 契約締結の日から令和元年６月３０日まで  

  ただし、この契約に係る令和元年度の本予算成立後、遅滞なく北九州市

において異議がない旨の意思表示があったときは、契約期間を令和２年３

月３１日まで延長するものとする。 

２ 参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（２） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 企画提案書の提出者を選定するための評価基準 

 前項の参加資格の適合可否 

４ 受託候補者を選定するための評価基準 

（１） 企画提案書及び見積書等の内容 

（２） ヒアリングでの対応 

５ 手続等

 （１） 担当部局

  北九州市教育委員会事務局学力・体力向上推進室

  北九州市小倉北区大手町１番１号

  電話 ０９３－５８２－３４４５

（２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法

 ア 交付場所 前号に同じ。 

なお、説明書は北九州市教育委員会事務局学力・体力向上推進室のホ

ームページにも掲載する。 
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 イ 交付期間 この公告の日から令和元年６月１１日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午

後５時１５分まで 

 ウ 交付方法 第１号の場所で無償で交付する。ただし、郵送又はＦＡＸ

による入手申込みは認めない。 

（３） 参加表明届の提出場所、提出期間及び提出方法

ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期間 この公告の日から令和元年６月１１日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午

後５時１５分まで 

 ウ 提出方法 持参又はＦＡＸ（提出期間内に必着のこと。） 

（４） 企画提案書及び見積書等の提出場所、提出期間及び提出方法 

ア 提出場所 第１号に同じ。 

 イ 提出期間 企画提案書の提出者として選定された通知を受けた日から

令和元年６月２７日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前８時

３０分から正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで 

 ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内に必着のこと

。） 

６ その他 

（１）  手続において使用する言語及び通貨 

 ア 言語 日本語 

 イ 通貨 日本国通貨 

（２）  契約書の作成の要否 要 

（３） 関連情報を入手するための照会窓口 前項第１号に同じ。 

（４） 詳細は、説明書による。 
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